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第５６号議案

豊川市市税条例の一部改正について

豊川市市税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成２５年８月２８日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市市税条例の一部を改正する条例

豊川市市税条例（昭和２５年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改正

する。

第２８条の２第５項中「第２３条第１項第１６号」を「第２３条第１項第１

７号」に改める。

第３３条の１０第１項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加

え、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、同項第

４号中「前３号」を「前２号」に改め、同号を同項第３号とする。

第３３条の１３第１項中「当該年度の前年度において第３３条の１０第１項

の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額

（同条第２項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割

額がある場合にあっては、当該所得割額を控除した額）に相当する額」を「当

該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該

特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及

び均等割額の合算額（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第３３条

の２第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては、前

々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）の２分の１に相当する額（当

該額に１００円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が

１００円未満であるときは１００円とする。）」に改める。

附則第６条第４項及び附則第６条の２第４項中「又は第１１条の３の２第１

項」を「、第１１条の２の２第１項又は第１１条の３第１項」に、「株式等」

を「一般株式等」に、「又は附則第１１条の３の２第１項」を「、附則第１１

条の２の２第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第１



- 2 -

１条の３第１項」に改める。

附則第７条の４中「又は附則第１１条の３の２第１項」を「、附則第１１条

の２の２第１項又は附則第１１条の３第１項」に改める。

附則第９条の２の見出しを「（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の

課税の特例）」に改め、同条第１項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株

式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税

について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を

受けようとする旨の記載のある第２８条の２第４項に規定する申告書を提出し

たとき」を削り、「配当所得については、同条第１項」を「利子所得及び配当

所得については、第２８条の２第１項」に、「配当所得の金額（以下」を「利

子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第１６条の２の１１第３項で定

めるところにより計算した金額（以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金

額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税

配当所得等」に改め、同条第２項中「市民税」を「前項の規定のうち、租税特

別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下この項に

おいて「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、

市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべ

き年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当

等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第

２８条の２第４項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、

市民税」に、「上場株式等の配当等」を「特定上場株式等の配当等」に改め、

同条第３項中「配当所得」を「配当所得等」に改める。

附則第１１条の２の見出しを「（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の

市民税の課税の特例）」に改め、同条第１項中「株式等に」を「一般株式等

に」に、「附則第１８条第６項」を「附則第１８条第５項」に改め、「当該市

民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１６号に規定する特定株式等

譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に

係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（

第２８条の２第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除

く。）を除外して算定するものとする。」を削り、同条第２項中「株式等」を
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「一般株式等」に改める。

附則第１１条の２の２を次のように改める。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第１１条の２の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法

第３７条の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第２８条の２第１項及

び第２項並びに第２９条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年

中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第１８条の２第５

項に定めるところにより計算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が

法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項

において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場合に

は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（第２８条の２第６項の

規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除く。）を除外して算

定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」という。）に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上場株式

等に係る譲渡所得等の金額（次項において準用する前条第２項第１号の規定

により読み替えて適用される第２９条の２の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民

税の所得割を課する。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。こ

の場合において、同条第２項中「附則第１１条の２第１項」とあるのは「附

則第１１条の２の２第１項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と

あるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」と

あるのは「租税特別措置法第３７条の１１第６項の規定により読み替えて準

用される同法」と読み替えるものとする。

附則第１１条の２の３から第１１条の３までを削る。

附則第１１条の３の２第２項中「附則第１１条の３の２第１項」を「附則第

１１条の３第１項」に改め、同条を附則第１１条の３とする。

附則第１１条の３の３を削る。

附則第１１条の３の４第２項中「附則第１１条の３の４第１項」を「附則第
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１１条の３の２第１項」に改め、同条第５項第１号中「附則第１１条の３の４

第３項」を「附則第１１条の３の２第３項」に改め、同項第２号中「附則第１

１条の３の４第３項」を「附則第１１条の３の２第３項」に、「附則第１１条

の３の４第４項」を「附則第１１条の３の２第４項」に改め、同項第３号中「

附則第１１条の３の４第３項」を「附則第１１条の３の２第３項」に改め、「

に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加え、同項第４号中「附則第１１条

の３の４第３項」を「附則第１１条の３の２第３項」に改め、同条第６項中「

附則第１１条の３の４第３項」を「附則第１１条の３の２第３項」に改め、同

条を附則第１１条の３の２とする。

附則第１１条の３の５を削る。

附則第１６条の２第２項中「附則第４１条第１１項第１号」を「附則第４１

条第１０項第１号」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第３３条の１０第１項及び第３３条の１３第１項の改正規定並びに次条

第２項の規定 平成２８年１０月１日

⑵ 附則第６条、第６条の２、第７条の４、第９条の２及び第１１条の２か

ら第１１条の３の５までの改正規定並びに次条第３項の規定 平成２９年

１月１日

（経過措置）

第２条 平成２８年１月１日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律

（平成２５年法律第５号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法第４

１条の１２第７項に規定する割引債（同条第９項に規定する特定短期公社債

を除く。）について支払を受けるべき同条第７項に規定する償還差益に対し

て課する個人の市民税については、なお従前の例による。

２ この条例による改正後の豊川市市税条例（以下「新条例」という。）第３

３条の１０及び第３３条の１３の規定は、平成２８年１０月１日以後の地方

税法第３１７条の２第１項に規定する公的年金等（以下この項において「公
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的年金等」という。）に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適

用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収につい

ては、なお従前の例による。

３ 新条例附則第７条の４、第９条の２及び第１１条の２から第１１条の３の

２までの規定中個人の市民税に関する部分は、平成２９年度以後の年度分の

個人の市民税について適用し、平成２８年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、市税制度の適正化を図るため、個人の市民税につい

て、公的年金等に係る仮特別徴収税額の算定方法の見直し、株式等の配当所

得、譲渡所得等に係る課税の特例措置の見直し等の措置を講ずるとともに、所

要の規定の整備を行う必要があるからである。
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参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明

条 項 規定事項 説 明

総 括 市税制度の適正化を図るため、個人

の市民税について、公的年金等に係る

仮特別徴収税額の算定方法の見直し、

株式等の配当所得、譲渡所得等に係る

課税の特例措置の見直し等の措置を講

ずるとともに、所要の規定の整備を行

うものである。

第２８条の２ 所得割の課税 規定の整備

第５項 標準

第３３条の１０ 公的年金等に 特別徴収対象年金所得者が、賦課期

第１項 係る所得に係 日後に市の区域外に転出した場合にお

る個人の市民 いても、一定の要件のもと、特別徴収

税の特別徴収 を継続するものとする。

この改正は、平成２８年１０月１日

以後に実施する公的年金等からの特別

徴収から適用する。

第３３条の１３ 年金所得に係 公的年金等の支払いの際に徴収する

第１項 る仮特別徴収 仮特別徴収税額について、特別徴収対

税額等 象年金所得者に対して課した前年度分

の個人の市民税のうち、前々年中の公

的年金等の所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額の２分の１に相当する

額とするものとする。
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この改正は、平成２８年１０月１日

以後に実施する公的年金等からの特別

徴収から適用する。

附則第６条 居住用財産の 規定の整備

第４項 買換え等の場

合の譲渡損失

の損益通算及

び繰越控除

附則第６条の２ 特定居住用財 規定の整備

第４項 産の譲渡損失

の損益通算及

び繰越控除

附則第７条の４ 寄附金税額控 規定の整備

除における特

例控除額の特

例

附則第９条の２ 上場株式等に 納税義務者が支払いを受けるべき一

第１項 係る配当所得 定の特定公社債等の利子等について、

第２項 等に係る市民 納税義務者が申告した場合には、所得

第３項 税の課税の特 割の課税対象として１００分の３の税

例 率による分離課税をするものとする。

この改正は、平成２８年１月１日以

後に支払いを受けるべき利子所得等か

ら適用する。

附則第１１条の２ 一般株式等に 一般株式等（非上場株式、公社債
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第１項 係る譲渡所得 等）に係る譲渡所得等について、所得

第２項 等に係る個人 割の課税対象として１００分の３の税

の市民税の課 率による分離課税をするものとする。

税の特例 この改正は、平成２８年１月１日以

後に支払いを受けるべき譲渡益等から

適用する。

附則第１１条の２ 上場株式等に 上場株式等（上場株式、特定公社債

の２ 係る譲渡所得 等）に係る譲渡所得等について、所得

第１項 等に係る個人 割の課税対象として１００分の３の税

第２項 の市民税の課 率による分離課税をするものとする。

税の特例 この改正は、平成２８年１月１日以

後に支払いを受けるべき譲渡益等から

適用する。

附則第１１条の２ 規定の整備

の３

附則第１１条の２ 特定口座を有 規定の整備

の４ する場合の市

民税の所得計

算の特例

附則第１１条の２ 源泉徴収選択 規定の整備

の５ 口座内配当等

に係る市民税

の所得計算の

特例

附則第１１条の２ 上場株式等に 規定の整備
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の６ 係る譲渡損失

の損益通算及

び繰越控除

附則第１１条の２ 特定中小会社 規定の整備

の７ が発行した株

（平成２７年１月 式に係る譲渡

１日施行） 損失の繰越控

現行条項 除等及び譲渡

附則第１１条の３ 所得等の課税

の特例

附則第１１条の３ 非課税口座内 規定の整備

（平成２７年１月 上場株式等の

１日施行） 譲渡に係る市

民税の所得計

算の特例

附則第１１条の３ 先物取引に係 規定の整備

の２ る雑所得等に

第２項 係る個人の市

民税の課税の

特例

附則第１１条の３ 先物取引の差 規定の整備

の３ 金等決済に係

る損失の繰越

控除

附則第１１条の３ 条約適用利子 規定の整備



- 10 -

の４ 等及び条約適

第２項 用配当等に係

第５項 る個人の市民

第６項 税の課税の特

例

附則第１１条の３ 保険料を支払 規定の整備

の５ った場合等に

係る個人の市

民税の課税の

特例

附則第１６条の２ 旧民法第３４ 規定の整備

第２項 条の法人から

移行した法人

等に係る固定

資産税の特例

の適用を受け

ようとする者

がすべき申告
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